
 

 

 

令和４年 

第８回福岡県教育委員会会議（定例会）会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時   令和４年４月１１日（月） 

開会 １４時００分   閉会 １４時３１分 

 

場 所   福岡県庁４階 教育委員会会議室 
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【議事等】 

１ 報告 

  （１）県立学校長の人事について 

 

２ 議事 

  第１９号議案 令和４年度福岡県教科用図書選定審議会委員の人事について 

  第２０号議案 福岡県社会教育委員の人事について 

  第２１号議案 福岡県教育振興審議会委員の人事について 

 

３ その他 

  （１）令和４年２月定例県議会について 

 

【内 容】 

１ 出席者 

  教育長：吉田法稔 

委 員：前田惠理、木下比奈子、堤康博、久保竜二、松浦賢長 

 

２ 欠席者 

  なし 

 

３ 出席職員 

  副教育長 上田哲子、教育監 深瀬信也、教育総務部長 松永一雄、 

教育振興部長 田中直喜、総務企画課長 井手優二、教職員課長 日髙吉三郎、 

施設課長 綾部耕士、文化財保護課長 明永好弘、高校教育課長 馬渡寛子、 

義務教育課長 中嶋健一、特別支援教育課長 三澄妙子、 

体育スポーツ健康課長 中野一成、社会教育課長 市村智子 外 

 

４ 傍聴者等数 

 １名 

 

５ 議事録 

【吉田教育長】 

ただ今から第８回教育委員会会議定例会を開催いたします。 

傍聴人に申し上げます。受付で配付されました傍聴人の留意事項を遵守し、会議進行

の妨げにならないよう御協力をお願いします。 

   本日の案件につきましては、お手許に配布している資料のとおりです。審議に入りま



 

 

2 

 

す前に、非公開発議の有無を確認します。本日の案件の中で、非公開で審議することが

適当なものはないでしょうか。 

 

＜松浦委員が挙手＞ 

 

【松浦委員】 

   はい。第１９号議案から第２１号議案及び報告（１）は人事に関する案件ですので非

公開とする発議をいたします。 

 

【吉田教育長】 

ただいま、松浦委員から非公開の発議がありましたので採決をとりたいと思います。

非公開とすることに賛成の方は挙手願います。 

 

＜ 全 員 が 挙 手 ＞ 

 

【吉田教育長】 

全員賛成でございますので第１９号議案から第２１号議案及び報告（１）につきまし

ては非公開とします。この他非公開で審議することが適当なものはないでしょうか。 

 

＜ な し ＞ 

 

【吉田教育長】 

   ないようですので、以上で、非公開発議の確認を終わります。 

本日の会議は、公開にてその他（１）を審議した後に、非公開にて第１９号議案から

第２１号議案、報告（１）を審議することといたします。 

それでは、その他（１）「令和４年２月定例県議会について」を上田副教育長、お

願いします。 

 

○その他（１） 令和４年２月定例県議会について 

【上田副教育長】 

それでは、令和４年２月定例県議会について御報告させていただきます。   

  

＜上田副教育長が資料に沿って説明＞ 

 

【上田副教育長】 

 報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【吉田教育長】 

本案件について御意見や御質問がありましたらお願いいたします。 

 

  【久保委員】 

   高校受験について、コロナで受験が出来なかった生徒のために３月２２日に追検査

が、またその追検査も受験できなかった生徒のために４月初旬に追選抜が実施される

とのことですが、何名受験されたのでしょうか。 

 

  【馬渡高校教育課長】 

 一般入試に関して追検査の対象となった生徒は４７名でございます。その後の４月 

初旬までに行う追選抜の対象者はいませんでした。 

 また、濃厚接触者等で別室受験の生徒が１２０名となっております。 

 

【吉田教育長】 

   他にございませんか。 

 

  【前田委員】 

   県立高校におけるスクール・ポリシー、スクール・ミッションが義務化されたよう

ですが、策定の期限はあるのでしょうか。 

   また、７ページに、県立高校活性化の推進体制を各教育事務所に持たせるとありま

すが、教育事務所も問題意識を持って、取り組んでいく体制となっているのでしょう

か。 

 

  【馬渡高校教育課長】 

 まず、スクール・ポリシー、スクール・ミッションについて、学校教育法の施行規 

則がこの度改正されておりまして、これが令和４年４月から施行となっております。

この中にスクール・ポリシー、スクール・ミッションの策定についても規定され 

ております。今、令和４年４月施行と申し上げましたが、このスクール・ポリシーの 

策定等については、令和６年度まで経過措置となっております。 

 次に、県立高校の活性化の推進体制について、令和４年４月から新たな推進体制の 

中で、より積極的に推進するために学区活性化チームということで、各学区で、教育 

事務所の指導主事も一緒になって学区ごとの課題を共有したり、戦略の策定を行った 

りということを今後予定しております。御指摘のありました根本的な課題について分 

析を進めながら新たな体制の中で進めてまいりたいと思います。 
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【吉田教育長】 

   他にございませんか。 

 

  【堤委員】 

   以前から感じておりましたが、この定例県議会の報告について、この質問は現在行

われていてそれを更に進めていくようなものなのか、新たに取り組むものなのか、そ

れとも掘り下げが必要なものなのか等の分類をしていただけると分かりやすいと思い

ます。 

 

  【上田副教育長】 

 今後、工夫させていただきたいと思います。 

 

【吉田教育長】 

   他にございませんか。 

 

＜ な し ＞ 

 

【吉田教育長】 

 特にないようでございますので、本報告については終了いたします。 

それでは、傍聴の方に申し上げます。この後、非公開の審議となりますので、御退席

いただきますよう、お願いいたします。 

 

＜以降非公開審議となった＞ 

 

○第１９号議案 令和４年度福岡県教科用図書選定審議会委員の人事について 

令和４年度福岡県教科用図書選定審議会委員の人事について、審議の結果、原案どお

り可決した。 

○第２０号議案 福岡県社会教育委員の人事について 

福岡県社会教育委員の人事について、審議の結果、原案どおり可決した。 

○第２１号議案 福岡県教育振興審議会委員の人事について 

福岡県教育振興審議会委員の人事について、審議の結果、原案どおり可決した。 

〇報告（１） 県立学校長の人事について 

   県立学校長の人事について、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

 （１４：３１） 

 


